
基安発第0630001号  

平成16年6月30日  

都道府県労働局長 殿  

厚生労働省労働基準局  

安全衛生部長  
（公 印 省 略）  

労働者の疲労蓄積度チェックリストの送付について  

過重労働による健康障害を防止するため、「過重労働による健康障害防止のた  
めの総合対策」（以下「総合対策」という。）（平鹿14年2月12日付け基発第  

0212001号）を策定し、事業主に対し「過重労働による健康障害を防止するた  
め事業者が誇ずべき措置等」を実施するよう求めているところであるが、過重労  

働による健康障害防止のためには、労働者自身が自らの疲労度を把握・自覚し、  

積極的に自己の健康管理を行うことも重要である。   

このため、総合対策において明記されてぃる「労働者の疲労蓄積度自己診断チ  

ェックリスト」を、昨年、試行版として公表し冬ところであるが、その後検討を  

重ね、今般、当該試行版を一部修正し、別添1のとおりとりまとめた。また、こ  

町こ加え、家族により労働者の疲労蓄積度を判定できる「家族による労働者の疲  

労蓄積度チェックリスト」を別添2のとおりとりまとめた。   

ついては、本チェックリストによる疲労蓄積度のチェシクを契機として、職場  
の改善・自主的な健康管理の取り組みによって過重労働による健康障害の防止が  

図られるよう、下記に留意のうえ、あらゆる機会を捉えて、事業場及び労働者へ  

の周知を図られたい。また、貴局管内の地域産業保健センターにも周知されたい。   
併せて、総合対策のなお一層の周知、指導もお願いしたい。  

記   

1． 本チェックリストはあくまでも自己もしくは家族の診断によるものであり、   

疲労わ蓄積による健康障害については個人差があることから、管理監督者、   
産業医等に相談することが重要であること。  

2． 本チェ ックリ スト は、厚生労働省のホームページ 

（http：〟www．mhlw．gojp）及び中央労働災害防止協会のホームページ   

（h坤：〟wwwjisha．orjp及びhttp：〝ⅣWWjaish．grjp）において公開されている  

こと。 

3． チェックリストは、各労働基準監督署、都道府県産業保健推進センター及   

び地域産業保健センターには別途送付されること。   



基安発第0630002号  

平成16年6月30日  

独立行政法人労働者健康福祉機構   

産業保健担当理事 殿  

厚生労働省労働基準局  

安全衛生部長  

「労働者の疲労蓄積度チェックリスト」の送付について   

労働基準行政の運営につきましては、日頃から格別のご協力を賜り厚く御礼申  

し上げます。   

厚生労働省といたしましては、過重労働による健康障害を防止するために、  

「過重労働による健康障害防止のための総合対策」を平成14年2月12日．に策  

定し、事業場への周知・指導を推進してきたところですが、過重労働による健康  

障害防止のた吟には、労働者自身が自らの疲労度を把握・自覚し、積極的に自己  

の健康管痩を行うことも重要であります。 

このため、上記総合対策において明記されている「労働者の疲労蓄積度自己診  

断チェックリスト」を、昨年、試行版として公表したところですが、その後検討  

を重ね、今般、当該試行版を一部修正し、別添1のとおりとりまとめました。ま  

た、これに加え、家族により労働者の疲労蓄積度を判定できる「家族による労働  

者の疲労蓄積度チェックリスト」を別添2のとおりとりまとめました。   

これらのチェックリストが活用されることにより、労働者が自己の疲労蓄積度  

を把握し、自らの積極的な健康管理を行う端緒となるとともに、職場の改善の契  

機となることを期待しております。つきましては、貴機関におかれましても、本  

チェックリストの腐知、活用等につき特段のご配慮を賜りますとともに、産業保  

健推進センター及び労災病院にもお知らせくださいますようお願いいたします。   

また、このチェックリストは、あくまでも自己もしくは家族の診断によるもの  

であるため、労働者本人が管理監督者、 

産業保健推進センターでの産業医等に対する周知に当たってご留意いただきます  

ようお願いいたします。なお、産業保健推進セシターには別途送付されておりま  

すことを申し添えます。   

また、このチェックリストには厚生労働省のホ⊥ムページ  

（加p：／／www血1w．gojp）や中央労働災害防止協会のホームページ  

（http：伽wwjisha．orjp及びhttp：〟wwwjaish・grjp）からアクセスできます。   



基安発第0630003号  

平成16年6月30日  

（別記関係団体、事業者団体の長） 殿  

厚生労働省労働基準局  

安全衛生部長  

「労働者の疲労蓄積度チェックリスト」の送付について   

労働基準行政の運営につきましては、日頃から格別のご協力を賜り厚く御礼申  

し上げます。   

厚生労働省といたしましては、過重労働による健康障害を防止するた捌こ、  

「過重労働による健康障害防止のための総合対策」を平成14年2月12日に策  

定し、事業場への周知・指導を推進してきたところですが、過重労働による健康  

障害防止のためには、労働者自身が自らの疲労度を把握・自覚し、積極的に自己  

の健康管理を行うことも重要であります。   

このため、上記総合対策において明記されている「労働者の疲労蓄積度自己診  

断チェックリスト」を、昨年、試行版として公表したところですが、その後検討  

を重ね、今般、当該試行版を一部修正し、別添1のとおりとりまとめました。ま  

た、これに加え、家族に妄り労働者の疲労蓄積度を判定できる「家族による労働  

者の疲労蓄積度チェックリスト」を別添2のとおりとりまとめました。これらの  

チェックリストが活用されることにより、労働者が自己の疲労蓄積度を把握し、  

自らの積極的な健康管理を行う端緒となるとともに、職場の改善の契機となるこ  

とを期待しております。つきましては、貴団体におかれましても、本チェックリ  

ストの周知等につき特段のご配慮を賜りますようお願いいたします。   

また、このチェックリストは、あくまでも自己もしくは家族の診断によるもの  

であるため、労働者本人が管理監督者、産業医等に相談することが重要とされて  

おりますので」併せてご留意いただきますようお願いいたします。   

なお、このチェックリ ストには厚生労働省のホームページ  

（加p：〟www．mhlw．gojp）及び中央労働災害防止協会のホームページ  

（http：〟wwwjisha．orjp及びhtQ）：仙Ⅳ両aish．grjp）からアクセスできます。   



・・・・、、さ  JJ′㌧十I′  

労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト  

記入年月日  年＿＿＿．＿月＿ ＿＿日  

このチェックリストは、労働者の仕事による疲労蓄積を、自覚症状と勤務の状況から判定するものです。  

1．最近1か月間の自覚症状について、各質問に対し最も当てはまる項目のロに′を付けてください。  

1．イライラする   □ ほとんどない（0）   口 時々ある（1〉   ロ よくあるく3）   

2．不安だ   □ ほとんどない（0）   ロ 時々ある（1）   ○ よくあるく3）   

3．落ち着かない   ロ ほとんどない（0）   口 碑々ある（1）   ロ よくある（3）   

4．ゆううつだ   ロ ほとんどない（0）   ロ 時々ある（1）   □ よくある、（3）   

5．よく眠れない   ロ ほとんどないく0）   ロ、時々ある（1）   口 よくある（3）   

6．体の調子が悪い   L ほとんどない（0）   ロ 時々ある（1）   ロ よくある（3）   

了．物事に集中できない   口 ほとんどない（0）   □ 時々ある（1）   ロ よくある（3）   

8．することに間違いが多い   ロ ほとんどない（0）   ロ 時々ある（1）   ロ よくある（3）   

9．仕事中、強い眠気に養われる   ロ ほとんどない（0）   口 時々ある（1）   □ よくある（3）   

10．やる気が出ない   ロ ほとんどない（0）   ロ 時々ある（1）   ロ よくある（8）   

11．へとへとだ（運動後を除く）   ロ ほとんどない（0）   ロ 時々ある（1）   ロ よくある（3）   

12．朝、起きた時、ぐったりした疲れを感じる   口 ほとんどない（0）   口 時々ある（1）   ロ よくある（3）   

13．以前とくらべて、疲れやすい   □ ほとんどない（0）   ロ 時々ある（1）   ロ よくある（3）   

＜自覚症状の評価＞各々の答えの（）内の数字を全て加算してください。  合計［ニコ点  

21点以上  11～20点   5…10点  0～4点  

2．最近1か月間の勤務の状況について、各質問に対し最も当てはまる項目の口に／を付けてください。  

1．1か月の時間外労働   ［］ない又は適当（0）  口 多い  （1）  口非常に多いく3）   

2．不規則な勤務（予定の変更、突然の仕事）   口 少ない （0）   口 多い  （1）  

3．出張に伴う負担（頻度・拘束時間t時差など）  日 ない又は小さい（0）  口 大きい （1）  

4．深夜勤務に伴う負担（★1）   □ない又は小さい（0）  口 大きい （1）  口非常に大きい（3）   

5．休憩・仮眠の時間数及び施設   ロ 適切である（0）   口 不適切である（1）  

6．仕事についての精神的負担   口 小さい く0）   口 大きい （1）  口非常に大きい（3〉   

7．仕事についての身体的負担（★2）   □ 小さい （0）   口 大きい （1）  口非常に大きい（3）   

★1：深夜勤務の頻度や時間数などから総合的に判断して下さい。深夜勤務は、深夜時間帯（午後10時一午前5時）の一部または   

全部を含む勤務を言います。  

★2：肉体的作業や寒冷■暑熱作業などの身体的な面での負担   

＜勤務の状況の評価＞各々の答えの（）内の数字を全て加算してください。合計 ⊂二］点  

6点以上   3～5点  1～2点  



3．総合判定   

次の表を用い、自覚症状、勤務の状況の評価から、あなたの仕事による負担度の点数（0…7）を求め  
てください。   

【仕事による負担度点数表】  

※糖尿病や高血圧症等の疾病がある方の場合は判定が正しく行われない可能性があります。  

歯あなた甲仕事による負担度の点数はニ［ニコ点（0…7）  

やや高いと考えられる  

高いと考えられる  

非常に高いと考えられる   

4．疲労蓄積予防のための対策  
あなたの仕事による負担度はいかがでしたか？本チェックリストでは、健康障害防止の視点から、これまでの医学研  

究の結果などに基づいて、仕事による負担度が判定できます。負担度の点数が2～7の人は、疲労が蓄積されている  

可能性があり、チェックリストの2．に掲載されている“勤務の状況”の項目（点数が1または3である項目）の改善が必要  

です。個人の裁量で改善可能な項目については自分でそれらの項目の改善を行ってください。個人の裁量で改善不可  

能な項目については、上司や産業医等に相談して、勤務の状況を改善するように努力してください。なお、仕事以外の  

ライフスタイルに原因があって自覚症状が多い場合も見受けられますので、睡眠や休養などを見直すことも大切なこと  

です。疲労を蓄積させないためには、負担を減らし、鵬方で睡眠・休養をしっかり取る必要があります。労働時間の短縮  

は、仕事による負担を減らすと同時に、睡眠・休養を取りやすくするの笑効果的な疲労蓄積の予防法のひとつと考えら  
れています。あなたの時間外労働時間が月45時間を超えていれば、是非、労働時間の短縮を検討してください。  

【参考】時間外労働と脳血管疾患1虚血性心疾患との関連について  

時間外労働は、仕事による負荷を大きくするだけでなく、睡眠・休養の機会を減少させるので、疲労蓄積の重要な原  
因のひとつと考えられています。医学的知見をもとに推定した、時間外労働時間（1過当たり40時間を超える部分）と脳  

出血などの脳血管疾患や心筋梗塞などの虚血性心疾患の発症などの健康障害のリスクとの関連性を下表に示します  

ので参考にしてください。上のチェックリストで仕事による負担度が低くても時間外労働時間が長い場合には注意が必要  

です。   



∴∴二・－ i  

家族による労働者の疲労蓄積度チェックリスト  

記入年月日 年 月  日  

ご家族の最近の様子について、あなたから見た感じをお答え下さい。  

1，最近1か月の疲労・ストレス症状  

その方について、各質問に対し、最も当てはまる項目の口に′を付けてください。   

（あなたから見て判定の難しい項目については、「ほとんどない」に′を付けてください。）  

1．イライラしているようだ   □ ほとんどない（0）   ロ 時々ある（1）   ロ よくあるく3）   

2．不安そうだ   口 ほとんどないく0）   日 時々ある（1）   ロ よくある（3）   

3．落ち着かないようだ   ロ ほとんどない（0）   □ 時々ある（1）   □ よくある（3）   

4．ゆううつそうだ   ロ ほとんどない（0）   口 時々ある（1）   □ よくある（3）   

5．体の調子が悪そうだ   □ ほとんどない（0）   ロ 時々ある（1）   ロ よくある（3）   

6．物事に集中できないようだ   ロ ほとんどない（0）   日 時々ある（1）   □ よくある（3）   

7．することに間違いが多いよう ロ ほとんどない（0）   ロ 時々ある（1）   □ よくあるく3）   

8．強い眠気に養われるようだ   □ ほとんどない（0）   □ 時々ある（1）   ロ よくある（3）   

9．やる気が出ないようだ   ロ ほとんどないく0）   ロ 時々ある（1）   □ よくある（3）   

10．へとへとのようだ（運動後を除く）   ロ ほとんどない（0）   日 時々ある（1）   □ よくある（3）   

11．朝起きた時、疲れが残っているようだ   □ ほとんどない（0）   ロ 時々ある（1）   ロ よくある（3）   

12．以前とくらべて、疲れやすいようだ   ロ ほとんどない（0）   ロ 時々ある（1）   □ よくある（3）  

各々の答えの（）内の数字を全て加算してください。  合計［ニコ点   

2．最近1か月間の働き方と休養   

その方について、当てはまる項目のロ全てに／を付けてください。  

★1：夜勤等の勤務形態の方は、仕事のため家を出てから帰る蒙での時間が14時間以上であることを目安にしてください。  

′を付けた項目の数 ⊂二］個   



3．総合判定   

次の表を用い、疲労・ストレス症状、働き方と休養のチェック結果から、対象者の仕事による疲労の蓄  

積度の点数（0←一2）を求めてください。  

【仕事による疲労蓄積度点数表】  

※糖尿病や高血圧症等の疾病がある方の場合は判定が正しく行われない可能性があります。  

対象者の仕事による疲労蓄積度の点数は：［ニコ点（0∵2）  

※ご本人の評価とあなたの評価は異なっていることがあります。  

4．疲労蓄積予防のための対策  

対象とされた方の疲労の蓄積はいかがでしたか？疲労が蓄積すると心身の健康状態の低下を招き、健康障  

害を引き起こすことがあります。疲労の蓄積を防ぐために、あなたと対象者で、働き方と休養について話し合い、  

働き方や休養について改善を心がけてください。また、必要に応じ産業医等の産業保健スタッフや医療機関への  

相談■受診をお勧めします。  

【参考】時間外労働と脳血管疾患1虚血性心疾患との関連について  

時間外労働は、仕事による負荷を大きくするだけでなく、睡眠・休養の機会を減少させるので、疲労蓄積の重  

要な原因のひとつと考えられています。医学的知見をもとに推定した、時間外労働時間（1過当たり40時間を超  

える部分）と脳出血などの脳血管疾患や心筋梗塞などの虚血性心疾患の発症などの健康障害のリスクとの関連  

性を下表に示しますので参考にしてください。   



全国森林組合連合会 
全国生コンクリートエ莱組合連合会  
全国素材生産菓協同組合連合会  
全国段ボール工業組合連合会  
全国中小企業団体中央会  
全国通運協会  
全国農業協同組合連合会  
全国木材溶合連合会  
全日本紙製品工東経合  
挽審保険経営者藤読会  
電気事業連合会  
電線工数経営者連盟  
都市銀行懇話会  
東京商工会蔑所  
日本肥料アンモニア協会  
日本ゴム工業会  
日本ソーダ工策全  
日本段ボール工黄金  
日本チェーンストア協会  
日本イヒ学工菜協会  
日本化学繊維協会  
日本火薬工業会  
（社）日本経済団体連合会  

日本鉱業協会  
日本橋梁鋼構遺物塗装技術協会  
日本自動車工菓全  
日本商工会議所  
日本醤油協会  
日本伸銅協会  
く社）日本新聞協会  

日本生活協同組合連合会  
日本製糸協会  
日本鉄道車輌工業会  
日本首貨店協会  
日本紡績協会  
日本麻紡績協会  
日本羊毛紡績会  
（財）21世紀職衆財団  

（財）勤労者リフレッシュ啓発振興財団  

（財）高年齢者雇用開発協会  

（財）産菜医学振興財団  

（財）中小企業労働福祉事紫財団  

（社）全国労働衛生団体連合会  

（社〉全国労働保険事務組合  

（社〉日本医師会  

（社）日本作業環境測定協会  

（社）日本人材派遣協会  

（社）日本保安用品協会  

（社）日本労働衛生安全衛生コンサルタント会  

建設薬労働災害防止協会  

鉱業労働災審防止協会  
港湾貨物港送事案労働災審防止協会  
中央労働災害防止協会  
働く人の健康づくり協会  
陸上貸物運送事策労働災審防止協会  
林業・木材製造凝労働災審防止協会  
（社）全国労働基準関係団体連合会  

全国社会保険労務士会連合会  
日本労働組合総連合会   

（財）建設業振興基金  

（財）石炭エネルギーセンター  

（社）セメント協会  

（社）日本洗浄技能開発協会  

ビール酒幾組合  
（社）プレストレストコンクリート建設業協会  

（社）プレハブ建築協会  

（社）建築菓協会  

（社）信託協会  

（社）生命保険協会  

（社）全国クレーン建設業協会  

（社）全国火薬叛保安協会  

（社）全国警備衆協会  

（社）全国建設業協会  

（社）全国逸設専門工尊貴同体連合会  

（社）全国建築コンクリートブロック工業会  

（社）全国乗用自助喜連合金  

（社）全周地方銀行協会  

（社）全国中カ、建設業協会  
（社）全国中小建築士寄集団体連合会  

（社）全国都市晴掃金蔵  

（社）全日本トラック協会  

（社）日本鍛造協会  

（杜）大日本水産会  

（社）電信電話工業協会  

（社ほ本ガス協会  

（社）日本ゴルフ場事業協会  

（社）日本ベアリング工業会  

（社）日本海拝聞発建設協会  

（社）日本機械工栄達合金  

（社）日本強靭鋳鉄協会  

（社）日本橋梁建設協会  

（社）日本金属プレス工業協会  

（社）日本空調衛生工事業協会  

（社）日本建設菓経営協会  

（社）日本建設業団体連合会  

（社）日本建設躯体工事菜団体連合会  

く社）日本建設大工工事菜協会  

（社）日本捲遅協会  

（社）日本左官菜組合連合会  

（社）日本砂利協会  

（社）日本砕石協会  

（社）日本在外企菓協会  

（社ほ本産業械機工黄金  

日本証券菓協会  
（社）日本石綿協会  

（社）日本船主協会  

（社）日本造園建設業協会  

（社）日本造園組合連合会  

（杜）日本造船工業会  

（社）日本中小型造船工楽会  

く社）日本鉄鋼連盟  

（社）日本鉄道建設業協会  

電機・電子・情報漸言蓬莱経営者連盟  
（社）日本電設工業協会・  

（社）日本電力建設策協会  

（社）日本塗装工発会  

（社）日本土木工兼協会  

く杜）日本道路建設薬協会  

（社）日本漕工業連合会  

（社）日本埋立淡味協会  

（杜）日本民営鉄道協会  

（社）日本民間放送連盟  

せんい強化セメント破協会  
外航労務協会  
紙・パルプ経営者幾談会  
政府関係特殊綾人達終協議会  
石油イヒ学工業協会  
石油業経営者懇談会  
石油連盟  
全国ビルメンテナンス協会  
全国管工事菓協同組合連合会  
全国基礎工薬協同組合連合会  
全国建設染協同組合連合会  
全日本紙器ダンボール箱工業組合連合会  


